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1 

別添_様式５機能

要件一覧表 

標準対応が決定しており、現在設計および開発中の機能に関して、〇をつけて問

題ないでしょうか。下記詳細になります。 

【共通事項】 

No. 5「オンライン上で利用者登録・施設予約・支払いが完結できる仕組みがある

こと」 

No. 10「マイナンバーカードを活用した機能があること（利用者登録時の本人確

認[公的個人認証]・施設鍵開け機能など）」 

【管理者側機能】 

No. 10「面貸の全面・1/2貸・1/4貸毎に公開設定ができること 管理者側運用が

複雑にならないこと」 

No. 32「期限を過ぎてのキャンセルや支払いを行わなかった利用者に対して、施

設の利用停止、予約制限などのペナルティを自動で与えることができる。」 

No. 50「操作方法のマニュアルシステム上で閲覧できること」 

【利用者側機能】 

No. 1「利用者登録・更新をする際に窓口に行かなくても WEBもしくはアプリ上で

アカウント登録がきること」 

「必須」機能が現在設計及び開発中のシ

ステムは、企画提案の対象外となりま

す。 



番号 件  名 質  問 回  答 

No. 22「付帯設備のみの追加予約・取消・変更が可能であること。」 

No. 25「予約内容のキャンセル、必要に応じた変更が可能であること。」 

2 

実施要領 P3 ※収納代行業者との初期費用がかかる場合はイニシャルコストに含めること（５

口座分） 

の５口座とは何を指しているのでしょうか？ 

 

本市および指定管理者それぞれの口座

に収納代行業者から入金いただきたい

ため、５口座と記載しております。 

3 

実施要領 P3 収納代行業者へのキャッシュレス手数料は、次の想定金額を見積ること。利用料

月額250 万円分のキャッシュレス手数料（60 か月分）例250 万× 決済手数料

（％）× 60 月として算出すること 

→上限額にはキャッシュレス手数料は含まないと記載されていますが、別途見積

もりが必要ということでしょうか？ 

キャッシュレス手数料は上限額とは別

です。あくまでも審査基準に必要な想定

金額の算出です。様式７に別枠を設けて

いますのでご確認ください。 

4 

実施要領 P4 

（５）提出部数、PDFデータの提出はメールでよろしいでしょうか？ 

提出部数は郵送でお願いします。 

PDF データは任意のアップロードサイト

でご提出ください。 

 


